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I はじめに 
 
 「中間（Mitte）」という概念は、それによりドイツの辿った歴史やアイデンティティを規

定しうるものとしてしばしば用いられてきた。その場合ドイツは英仏をはじめとする西欧

諸国とも東方の国々とも異なり、政治や歴史、文化に関わる様々な要素が双方の地理的な中

間にあることによって特徴づけられるとされる。この種の議論が持つバリエーションは極

めて多様である1。ときにはドイツの状況に関して西欧諸国からの「遅れ」が、またときに

はドイツが中間という位置にあるからこそ持ちうる「優位性」が、政治的文脈そして思想的

文脈のもとでそれぞれ語られてきた。比較的近年の例で言えば、1980 年代に M・シュテュ

ルマー、H・シュルツェ、E・ノルテ、A・ヒルグーバー、H－U・ヴェーラー、そして J・
ハーバーマスら当時を代表する論者たちが関わった「歴史家論争」において、こうしたドイ

ツの中間位置なるもの、そしてそこから導き出されるドイツの戦争責任の捉え方が議論の

主題となっている2。もっとも各論者は、必ずしも一様にこのドイツの中間位置なる規定に

強いこだわりを見せたわけではない。例えばここで名の挙がるハーバーマスにとって、ドイ

ツのアイデンティティをその地理的な位置関係によって特徴づけようとする試みは、この

国が現在向かうべき方向性という観点から見た場合、明確に批判されるべきものであった。 
 そうした当時の思潮をふまえた上で本稿が問うのは、ニクラス・ルーマンの社会システム

理論はこのドイツの中間位置という問題についていかなる視点を提起しようとしていたの

だろうかということである。確かに彼はハーバーマスとは異なり、上述の論争に直接的には

 
1 例えば Schultz（1989）においては、19 世紀から 20 世紀のドイツにおいて、「中間」と

いう言葉が「中間位置」ないしは「中欧」などの概念として、そのつど様々な政治的イン

プリケーションを加えられ、またそれが指す地域も変容しながら用いられてきたことが示

されている。 
2 本邦においても、この「歴史家論争」のみならずドイツにおける歴史認識やアイデンテ

ィティをめぐる種々の論争は早くから注目を集めていた。関連する文献は膨大な量にのぼ

るため、ここではその一例としてさしあたり松本（1985）、星乃（1989）を挙げておく。

またこれらの論争の経緯や論点を平明に論じた著作としては Wippermann（1997）など。 
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参加していない。また彼の議論は、周知のとおり社会（Gesellschaft）を一つの世界社会

（Weltgesellschaft）という無数のコミュニケーションの総体として捉えるものである。国

家という境界づけの持つ意義は、そこでは相対化される。その点において彼の社会学は一見

したところ、ドイツがもつ地理的な条件やアイデンティティを扱う言説とは無関係のとこ

ろで展開されているようにも見える。もちろんそうした側面も一方にはある。しかしながら

他方において、ルーマンのシステム理論にはこの類の主題に対するある種のアイロニカル

な問題提起が含まれているようにも思われるのである。本稿はこの後者の側面に着目する。 
 本稿が示すのは、ルーマンのシステム理論は長らくドイツにおいて論争の主題であり続

けてきたアイデンティティや地理的な「中間」の概念を動態化し、それを捉え直すための諸

観点を提起しようとしていたということである。例えば彼にとってアイデンティティとは

何らかの本質的な特徴によって規定されうる同一性ではなく、あくまでも他のものとの差

異においてシステム内的に構成されるものであった。また彼にとり「中間」といった概念に

よって語られてきた地理的な諸条件は、社会全体を包括する機能分化のプロセスに様々な

偏差をもたらす要素として位置づけられるものである。その際に彼は中間や中心といった

ものを、常に何らかの形で想定されはするものの、不断にその場所を移動させていくものと

して捉えている。それゆえルーマンにおいては、ドイツの「中間位置」なるものは客観的に

与えられた条件などではなく、コミュニケーションを通じてシステムによって構成される

ものであり、またそれが持つ意義も時間の経過とともに変化していくものとされる。これま

でにも、こうした彼の議論を人文諸学や社会科学における空間的規定に対するシステム理

論的な捉え直しの契機を孕むものとして受け取り、解釈する試みは繰り返しなされてきた

（vgl. Bahrenberg/Kuhm 1999; Redepenning 2006; Powell 2014）。しかしながら、彼が精

力的な活動を見せていたまさにその同時期に起こった「歴史学論争」などの議論を念頭に置

いたうえで、そこに含まれるアイデンティティの問題や地理的な規定に対して、彼の理論が

いかなる批判的含意を持ちえたのかを明らかにする論究はまだ本格的には展開されていな

い。それゆえに本稿は以下のプロセスを通じて、アイデンティティや地理的な位置規定の問

題に対してルーマンの議論が持つ批判的な意義を描き出すことを試みる。 
 本節に引き続き、次節ではまずルーマンについて議論するための前提として、しばしば彼

の論敵として知られるハーバーマスが、「歴史家論争」で問題となったドイツのアイデンテ

ィティ規定についていかなる立場と見解を示したのかということを確認しておく。ハーバ

ーマスは当時、ドイツの歴史的状況を「中間」という言葉で形容し説明することに対して否

定的な見解を表明した人物の一人であり、また彼とルーマンとの間にはある種の視点の類

似性とともに相違性も見られるという点で本稿にとって貴重な参照項たりうる（II）。それ

に続く節では、今度はルーマンがシステムにとってのアイデンティティをいかなる概念に

よって捉えようとしていたのかを示す。そのときに彼の念頭にあったのは、心的システム、

つまり個人にとってのアイデンティティの問題でもあるが、彼は同時に社会システムにと

ってのアイデンティティ規定の問題も考慮に入れていたことが確認できる（III）。そしてさ

らに、このアイデンティティ概念を踏まえたうえで、近代社会の機能分化という条件下にお

ける各社会の地域的差異という問題がシステム理論的にいかなる形で論じられるのかを検

討する（IV）。こうした論証を通じて本稿は最後に、ルーマンの議論が「中間」をめぐる論
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争に対していかなる批判的観点を含みながら展開されていたのか、この問いに対する今後

の論究の展望を提示しておきたい。 
 
II 「中間」をめぐる論争との距離 
 
 「歴史家論争」をめぐるハーバーマスの見解は、「一種の損害補償」と題された論考の中

でまとまった形で示されている（Habermas 1987）。彼は 1986 年の『ツァイト』誌に掲載

されたこの論文において、ヒルグーバーやシュテュルマー、ノルテらに対して、彼らの議論

がドイツのアイデンティティをその修正された歴史把握に基づいて創り出そうとするもの

であることを厳しく批判した。むろん各論者の議論はそれぞれ異なっており、ハーバーマス

の各々へのコメントの詳細やその妥当性の検証についてはここで立ち入る余裕はないが、

ドイツのアイデンティティ規定をめぐる問題への彼の言及の要点については確認しておき

たい。 
 
  国民意識のなかに素朴に根づいたアイデンティティを復活させようとする者、予測可

能性や合意の調達、意味の創造を通じての社会統合といった機能的命令に導かれている

者は、歴史記述が有する啓蒙的効果を恐れ、広範囲に作用をもつ歴史解釈の多元主義を拒

否しているのに違いない。……シュテュルマーは、私的なものへと追いやられた宗教的な

信仰の力の代わりに、アイデンティティと社会的な統合を確かにしうる、統一
、、

的な
、、

歴史像

を求めているのである。（Habermas 1987: 133=2000: 70-71） 
 
ここで表明されているのは、ハーバーマスが「修正派」と呼ぶ先の論者たちの議論に対する

評価である。彼の見るところ現代ドイツの歴史学のある部分には、ドイツ人としての統一的

なアイデンティティを素朴な国民意識や意味の創造を通じた社会統合といった形で再び獲

得しようとする傾向が見られるという。しかも彼らの論述においては、ナチの戦争犯罪の意

義が相対化されて位置づけている部分が見られるとする。例えばシュテュルマーの議論は

ドイツが辿った歴史的経緯を「修正的に」理解し、しかもその中に統一された歴史像を、つ

まり「代用宗教としての歴史意識」（Habermas 1987: 133=2000: 71）を探し求めるもので

あると彼はいうのである。それに対してハーバーマス自身は、歴史記述のうちには啓蒙的な

作用があることを認め、そこから生じてくるのはむしろ多元主義的な歴史解釈であると述

べる。ハーバーマスにとっては、歴史解釈というものは統一的なアイデンティティの類を導

き出すものではなく、あくまでもそれは多元的な形においてのみ現れることになるはずで

ある。 
この論争においても、「中間」の概念は一つのキーワードとなった。というのも、ハーバ

ーマスの言うところの「修正派」の論者たちが好んで用いた概念の一つが、この「中間」で

あったからである。彼らにとり、それはドイツ人としてのアイデンティティを醸成するため

の基盤と思われたかもしれない。しかしハーバーマスにとっては、彼らが提示する議論はむ

しろ乗り越えるべき認識の枠組み内にあるものであった。 
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  連邦共和国が西側の政治文化にいかなる留保もなく開かれていることは、戦後の我々

の時代が獲得した大きな知的成果である。他ならない私の世代の人間は、そのことに誇り

をもっていいように思う。……西側への開放は、まさしく中間に位置しているというイデ

オロギー――我らが修正主義者たちが、「ドイツは昔からヨーロッパの中間に位置してい

た」（シュテュルマー）とか「破壊されたヨーロッパの中間の再建」（ヒルグーバー）とか

いった地政学的太鼓をたたきながら、むし返そうとしているイデオロギー――の克服を

通じて、成し遂げられてきたのである。（Habermas 1987: 135=2000: 74-75） 
 
彼は、当時のドイツ連邦共和国が西側諸国の政治体制を受け入れる方向へと進んできたこ

とを肯定的に評価する。そしてそれは、ドイツがヨーロッパという地域の「中間」に属して

いるという「地政学的な」根拠に基づいて自身のアイデンティティを見出していた頃の思考

を「克服」することによってこそ可能となったのだと述べる。ハーバーマスにとっては、「中

間」という地理的な特徴づけによって自らのアイデンティティを築くという選択肢は採り

えないものだった。例えば「ドイツ人を、国民的アイデンティティの伝統的な形態へと連れ

戻そうとする者は、我々を西側へ結びつける、信頼するにたる唯一の基盤を破壊しようとし

ているのである」（Habermas 1987: 135=2000: 75）と彼は見る。彼が順守しようとするの

はそうしたものではなく、「普遍主義的な憲法諸原理への信念に基づく結びつき」

（Habermas 1987: 135=2000: 75）であった。 
ハーバーマスがこうしてドイツ人のアイデンティティのあり方について語るとき、彼の

念頭にあったのは、彼のいう「修正派」の論者たちが提示するものとは違う、多元主義的な

歴史意識のあり方である。そして彼は、そこにこそ現代社会におけるアイデンティティ形成

の契機があると考えた。 
 
  方法意識が鋭敏になるということは、むしろあらゆる閉じた歴史像、ましてや政府御用

歴史家たちが処方箋を書いた、閉じた歴史像の終焉を意味するはずである。避けることの

できない解釈の多元主義、決して野放しにされた多元主義ではなく、透明性を与えられた

多元主義は、もっぱら開かれた社会の構造を反映しているのである。そのような多元主義

こそが、アイデンティティを形成する自らの伝統を、そのアンビバレンスにおいて明らか

にする機会を切り開くのである。（Habermas 1987: 134 =2000: 73） 
 
ハーバーマスは、現代の社会は不可避的に解釈の多元主義に帰結するはずだと語る。それは

むろん歴史の解釈に関しても、である。しかし彼がいうには、それは「野放し」の、すなわ

ちすべてが恣意性へと至るような多元主義ではなく、何らかの方法で捉えうる多元主義で

あるという。彼は「閉じていて、そして第二には素朴な歴史像」（Habermas 1987: 134 =2000: 
73）や「反省以前の、全会一致的に共有された

、、、、、
伝統的なアイデンティティ」（Habermas 1987: 

134 =2000: 73）は現代の社会条件下にはそぐわないと考える。その代わりに彼が今日あり

うるアイデンティティの形態と考えるのが、必然的にアンビバレントなもとで形成されざ

るをえないものとしてのアイデンティティなのである。 
 ここで示されるハーバーマスの見解は明確である。彼は何か素朴に共有される伝統的な
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アイデンティティを創り出す方向性ではなく、必然的に多元的であらざるをえず、反省の中

で形成されるアイデンティティなるものに期待をかけていた。それは連邦共和国と西側諸

国の政治的な結びつきを重視し続けた彼の立場を考えても、一貫した指向の表明として捉

えることができる。そうであるとすれば彼の論敵でもあったルーマンの、この問題に対する

立場は一体いかなるものであったのだろうか。二人はいずれも同時期に活躍し、ともに当時

を代表する社会理論家とされる論者である。さしあたって指摘できるのは、彼の場合はハー

バーマスに比すると、この論争に対する言及を極めて間接的な形に留めていたということ

である。ハーバーマスは各論者たちに対してその論述の「方法意識」（Habermas 1987: 134 
=2000: 73）が孕む問題を指摘するという、論争的な論述の形式をとっていた。それに対し

てルーマンがこの主題に関連して述べた箇所は、あくまでも彼のシステム理論の提示の一

部に組み込まれたものであり、例えばハーバーマスが「修正派」と呼んだ論者たちへの批判

が前景化することはない。しかしルーマンの議論に「中間」という地理的な規定や、アイデ

ンティティをめぐる一連の言説に対する婉曲的な批判のモメントを見出すことは可能であ

る。ただしそれは個々の論者に対して論争を仕掛けるという形で現れることはない。それは

むしろ、これまでに類似の問題をめぐって広く用いられてきた諸概念がもつ意味のインプ

リケーションをシステム理論的にずらすという方法によって提起されるのである。 
 
III 差異に基づくアイデンティティ概念 
 
 ルーマンにはアイデンティティの問題を扱った論考がいくつかある。この問題が主題的

に扱われている論文の一つに 1979 年に発表された「自己構成的な秩序、とりわけ社会にお

けるアイデンティティの用法」（Luhmann 1981[1979]）がある3。この論文はアイデンティ

ティという「社会理論の古典的なトポス」（Luhmann 1981: 198）を彼のいうシステム理論

によって再定式化しようという試みを示したものであり、必ずしもわかりやすいものでは

ないが、本稿が設定する問いにとっては重要であるので詳しく検討する。まず彼は、以下の

ようにアイデンティティという言葉を規定する。 
 
  アイデンティティ（Identität）とはつまり、それに耐える作動を通じて規定されるもの

である。すなわち、まず関係の一方の側において、指し示しの余剰が生起する。そしてそ

れによっていわば非アイデンティティ（Nichtidentität）への疑いが生じる。その後に示

されるのは、指し示しというものは互いに影響を及ぼすことなく取り替えられうるとい

うことである。その結果として、取り換えられたものが任意であるということはそれ自体

の側で、指し示されたものにおいては常に同じものが問題となっているということのし

るしなのである。つまりアイデンティティとは、言葉に内在的にテストされうるが、しか

 
3 ルーマンにおいて「アイデンティティ（Identität）」概念が用いられる場合、邦訳では

その形式的な規定をふまえて「同一性」と訳されることも多い。ただし本稿においては、

当時の思想的文脈との繋がりを顧慮し、この語をアイデンティティと訳している。 
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し言葉において相対的でしかない現象なのである。（Luhmann 1981: 199） 
 
ルーマンにとり、アイデンティティというものは作動の中で生じてくる関係づけの様態の

一種である。すなわち、あらゆる意味が可能性の過剰として生じてくる条件下においては、

何かを関係づける際、一方の側が指し示そうとする他の側は何か特定のものに限定される

ことはなく、後者は常に別様でもありうるものとして現れてくる。その意味においては、ア

イデンティティというものは常に非アイデンティティへの疑いを孕んでいるものである。

ルーマンに言わせれば、アイデンティティという語のもとで関係づけられる複数の要素は、

その一方が任意に取り換え可能なものとして現れる。ここで任意であるということはつま

り、それを指し示そうとする一方の側は、指し示そうとするものが置き換わってもなお、常

に同じものを問題にしようとし続けることができるということである。こうしたことから、

ルーマンはアイデンティティというものを「言葉に内在的に（sprachimmanent）テストさ

れうるが、しかし言葉において相対的（sprachrelative）でしかない」（Luhmann 1981: 199）
と形容する。彼のシステム理論においては、アイデンティティというものは常に一方の側が

任意に他のものに置き換わる、言葉の上での相対的な関係づけとして捉えられるのである

ということになる。 
 そうであるとすれば、こうして任意に一方の側が取り換えられる可能性のあるアイデン

ティティというものには、果たして何の意義があるのだろうか。ルーマンによれば、こうし

た関係づけの形式としてのアイデンティティは、システムの作動をコントロールするため

の要素としての機能を果たしうるという。 
 
  環境におけるアイデンティティは、確かにシステムにとり独自の作動のための跳躍点

やコントロールの要素として役に立つ。しかしながらアイデンティティはこの機能を不

動の自然や、抵抗力をもつリアリティの核として有するわけではない。アイデンティティ

がこの機能を充たすのは、それがシステムにおいてこの機能のために構成されるからで

ある。このアイデンティティの端緒はシステムの関心に向けられており、解消と統合の焦

点はシステムの複雑性と相関する。そしてそれは例えば明らかに社会的な進化とともに

変異する。これらすべてのことが示しているのは、環境はいかなるリアリティにも到達し

ないということである。環境が持つリアリティ値はゼロにまで減却されることはなく、無

に還元されることもないが、しかしおそらくシステムに対して相対的な偶然という様相

にはなる。つまりシステム理論とは、絶対的なものの自己実現や自己基礎づけに勤しんで

きた理論の後継に現れるものではない。しかしそれは、システムの構造に対する偶然の一

押しが使用可能になる条件を認識することを試みる。（Luhmann 1981: 200） 
 
あるシステムにおけるアイデンティティは、その根拠を環境における何らかの自然的なも
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のや、システムの制御に抵抗してくるリアリティにおいて有するわけではない4。そうでは

なく、アイデンティティはシステム自身が構成するものであり、それに基づいて自身の作動

を制御する「跳躍点」として機能するのである。もちろんそれは彼の考える社会の進化とと

もに変化するものであることが前提となる。もっともルーマンは、このアイデンティティの

構成に作用する環境が持つリアリティとしての値が無になることはない、つまりシステム

が環境的要素をまったく無視して自己を構成することはありえないという。ただしそれは

環境がシステムのアイデンティティを決定的に規定する要素であるということを意味する

わけではなく、あくまでも環境はシステムに対して相対的な、あるいは偶然的な作用をもた

らす関係に留まるのである。それゆえに、彼はシステムの様態を何らかの絶対的で不変な環

境的要因において基礎づけることは自身の課題ではないと述べる。彼の考える環境は、シス

テムに対して何らかの偶然的作用をもたらしうるものということに留まるのであり、だと

すれば問うべきはそれが可能となった条件であるということになる。 
 この議論をさらに「反省（Reflexion）」の概念を用いて規定し、そしてこのアイデンティ

ティの問題を人格システム、つまり個人のみならず、社会システムにも適用されるものとし

て捉えた箇所が以下の文章である。 
 
  反省とは……つまり、システム独自の選択の指向づけのための、システムのアイデンテ

ィティの用法に関係している。反省の概念と機能は、人格的（心的）システムに限定され

ることはない。社会システムもその独自のアイデンティティを、自身の選択の基準にする。

そしてどちらのタイプのシステムにとっても、いかなる条件の下でそれが可能となるか、

どれほど頻繁に、そしてどのような状況下において、それが実際に生じるか、そしていか

にシステムにとっての「反省的な」選択様式が典型的であるかという問いが立てられうる。

（Luhmann 1981: 203） 
 
心的システムも社会システムも同様に、先述したとおり環境の影響はゼロにはできないも

のの、それとは比較的相対的なものとして自身の作動を反省することができる。どちらも自

身のアイデンティティを自ら構成し、それに即して自身の選択を行うのである。そして彼は

ここで、それが生じる条件とともに、いかなる反省の様式が典型的なものとして現れるかと

いう問いを立てている。換言すれば、アイデンティティをめぐって、いかなる議論がシステ

ムの反省的作動としてこれまで典型的に行われてきたかという問いが立てられるのである。 
 極めて抽象的な議論ではあるが、ルーマンのこうした概念規定からは、環境をあたかもシ

 
4 ルーマンのこうした言明は例えば Lossau/Lippuner（2004）における以下のような指摘

を踏まえると、いかなる議論に対して向けられたものであったのかを窺い知ることができ

る。すなわち、「空間への問いに関するアクチュアルな議論もまた、地理学の内部でも外

部でも同様に社会を物理的なもの（空間）と結びつけ、その際に社会的な実践の産物を、

明らかに自然的な『地理学的所与』へと転換する傾向がある。少なくともそれは、社会的

布置を（新たに）『地理学的所与』（例えばドイツの中間位置）として指し示すための根拠

を生み出すものである」（Lossau und Lippuner 2004: 202）。 
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ステムの作動に対して決定的な作用力を持つ要素であるかのように論じたり、一つのシス

テムに対して何か不動のアイデンティティを見出そうとしたりするような思想的傾向に対

する間接的な批判を読み取ることができる5。ただしそれはハーバーマスが行った批判の形

式とはまったく異なっている。ルーマンがここで採っているのはアイデンティティをめぐ

る議論が用いてきた概念が有する意味的な形式のいわば二次的な観察であり、それによっ

て各議論がいかなる「典型的な」図式のもとで展開しているのかを明らかにするというやり

方である。 
ここで取り上げた論文は 1979 年に発表されたものであり、件の「歴史家論争」よりも早

い。しかしながら、1970 年代半ばにはヴェーラー、コッカ、コゼレックらを中心とするビ

ーレフェルト学派の「社会史」が新しい潮流を示す歴史学的研究の一派として台頭し、ドイ

ツにおける歴史というものの捉え直しへの機運は高まっていた。そしてそれとも関連して

ルーマンが「古典的トポス」と称するアイデンティティの問題が彼にとって論究すべき課題

の一つとして意識されつつあったということは十分に考えられる。そして実際に、この種の

アイデンティティ概念の規定は彼の晩年においても保持された。 
 
  一般的な区別においても、潜在性と顕在性という意味を創出する区別の文脈において

も、作動の反復は二重の効果を持つ。一方でそれはアイデンティティを創出し、圧縮する。

反復は同じものの反復として認識され、それを知識として利用可能にする。他方でそれは

何らかの他の文脈において（少なくとも時間的には後で）生じることになる。それによっ

てそれは様々な状況における使用のための適性を通じて意味の集積に至る。結果として、

そのことによって意味は指示の余剰を備えることになり、厳密な意味においては定義不

可能となる。（Luhmann 1997: 143=2009: 153） 
 
用いる用語に微妙な変化はあるものの、ここでもやはりアイデンティティが不断の差異の

中で構成され、そこには意味の余剰が伴われるものであることが確認されている。アイデン

ティティというものは、何らかの環境的要因によって決定されるものではなく、システムに

よる差異の反復的な使用の中で知識として蓄積されるのである。こうしたアイデンティテ

ィは異なる状況で、他なる文脈において繰り返し使用され、そのたびごとにそれが指し示す

ものは少しずつずれていき、それが示す意味は余剰を含むようになる。最終的にアイデンテ

ィティは厳密には規定できないというところまで多様な意味を抱え込む。そういう意味の

形式として、システムのアイデンティティは捉えられるのである。 
 ルーマンのこうした議論は、地理的な空間概念を用いるアイデンティティの捉え方にも

 
5 上述の Lossau/Lippuner（2004）は、ルーマン的なシステム理論は「本質主義的な概念

を避け、空間を指し示しの基礎カテゴリーないしは秩序の描写として把握するものであ

る。すなわちそれにより、可能的な現実の多様性が自然的なものと想定される一つの現実

に還元されるような指し示しや描写である」（Lossau und Lippuner 2004: 203）と、彼の

空間に対する視点の要点をまとめている。 
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適用しうるものであることはこれまでの研究によって指摘されている6。そうであるとすれ

ば、本稿はもう一つの問いの軸を追わなければならない。すなわち、近代社会という条件下

においては、このアイデンティティの問題は地理的な空間との関係において、いかなる形で

捉えられるのだろうかという問いである。というのも、それについての議論を踏まえておか

なければ、ルーマンのアイデンティティ論なるものはアイデンティティをめぐる一種の脱

構築論に留まるのではと見なされかねないからである。 
 
IV 「中間」概念の動態化へ向けて 
 
 ルーマンによるアイデンティティ概念は、社会システムと心的システムの双方に適用さ

れるということは先に確認しておいた。本稿の焦点はこのうちの前者のシステムにある。社

会システムが自らアイデンティティを構成すると捉える場合、さしあたって問題となるの

は当該の社会システムがいかなる条件のもとにあるかである。ルーマンの社会理論は進化

論的な視点をとるため、当該の社会が進化上のいかなる段階にあるかということが問題と

なる。今回の場合は近代以降のドイツが対象となるため、近代ヨーロッパにおける社会の基

本的なあり方について、ルーマンがいかなる見解を示していたのかを踏まえておかねばな

らない。 
 
  単純な社会と複合的な社会の区別は、18 世紀において旧ヨーロッパ的なゼマンティク

とともに消え去っている。それ以来、社会が意味するものとは、いかなる場合においても

高度に複雑なシステムなのである。社会の概念は、市民社会（societas civilis）という特

殊なケースの後継概念である。その後継となる領域を国家と社会の差異によって（すなわ

ち政治的な機能の優位と経済的な機能の優位の差異によって）指し示そうとする最初の

試みは挫折したと見なすことができる。こうした差異の統一を定式化することは、この試

みにはできなかったのである。そこで旧ヨーロッパ的なゼマンティクの問題解決の型を

再び獲得しようとする要求が生じてくる。それが求めるのは、社会概念を世界概念とのア

ナロジーで、すなわち自身と他のすべての社会システムを含む形で形成することである。

（Luhmann 1984: 554=1995: 741-742） 
 
ルーマンの見るところ、18 世紀以降のヨーロッパ社会においては、単純な社会と複合的な

社会の区別というゼマンティクはもはや成り立たない。換言すれば、単純な社会というもの

はもはや成り立たず、すべての社会は高度に複雑なものとしてのみ現れる。確かに、国家と

社会を区別しつつ、それらを統一として描き出す試みはないわけではなかった。しかしルー

マンによれば、それは挫折に終わる試みである。もし旧ヨーロッパ的に、社会を何らかの包

 
6 すなわち「空間に関連するゼマンティクの概念を念頭に置いた場合、以下のことが改め

て確認できるということは重要である。すなわち反復がアイデンティティを一般化するの

であり、それによって同時に秩序を可能にする信頼（『信頼された』意味）が生じてくる

のである」（Redepenning 2006: 74）といったようにである。 
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括的な形で描こうとするのであれば、現在の状況下で可能であるのは社会を世界とのアナ

ロジーで、すなわち世界社会として捉えることのみであるという。彼にとり、世界社会とし

て現れる社会とはコミュニケーションの連続からなるシステムの総体であり、さらにその

中に無数のシステムが複雑に交叉しつつ入り乱れるのである。 
 こうしたルーマンの社会像は、例えば国境による区分のような空間的境界の持つ意義は

問い直される。例えば以下の箇所に見られる言明が、彼の基本的な見方である。 
 
普遍性と特殊性の上に築かれた機能システムにとって、空間の境界はいかなる意味も

持たない――機能システムの内部における（例えば政治的国家への）環節分化であれば別

であるが。機能連関は、領域的な境界を不断に横断していくことを要求する。国外発のニ

ュースを受信すること、国際的な信用を得る努力、自身の境界の向こう側で生じる出来事

の政治的-軍事的な対抗策、先進国の学校システムや大学システムのコピーを、である。

（Luhmann 1997: 809=2009: 1102） 
 
彼のいう機能システムとは、社会においてそれぞれ独自の作動の特性を持ち、社会に対して

重要な機能を担うとされる下位システムのことである。それは他の機能システムに対して

特殊な作動の編成をとるが、同時にその作動は社会の全体に対して妥当するという点で普

遍的である。こうした機能システムにとっては、空間的な境界は第一義的には重要ではない。

報道の網の目やビジネス上の取引、様々な形態をとる資本、政治的-軍事的な駆け引き、そ

して教育のシステムを見ても、国境線なるものが持つ意義は、これまでの近代化のプロセス

上において相対化されてきた。そうした国境を保とうとするのは政治システムの一種であ

る国家のみである、ルーマンはそう見ていた。 
 そうはいっても、そのつどの時代において政治的、覇権的優位を持つ国は移り変わるもの

であり、それらの関係の変化は社会の進化に大きな影響を果たしうるのではないかと思う

向きもあるかもしれない。しかしながらルーマンにとっては、社会の分化構造の変化が持つ

ダイナミズムに比すると、そのつどの「中心（Zentrum）」が地理的にどれほど変動しよう

と、それは相対的な重要性を持つのみであった。 
 
官僚制帝国の注目すべき勃興と没落のダイナミズム、頻繁に起こる諸々の中心の地理

的な移動、そして政治的支配と宗教的エリート、土地所有に基づく貴族の間の微妙なバラ

ンスにおいては、循環的な発展、安定化した不平等の枠内における変異には至ったが、原

理的に異なる分化の形式への移行には至らなかった。崩壊は、中心／周辺という分化の形

式や、そこにおける階層化を再び探し求めることへとつながった。……多数の機能システ

ムがほぼ同時に、作動的自律性を伴う分出の道を歩み始めるようになって初めて、ある変

化が示されるようになる。そうすると諸機能システムの一つが新たな社会を形成するの

ではなく、社会の秩序が機能システムの差異
、、
へと転換せざるをえなくなる。（Luhmann 

1997: 677-678=2009: 970-971） 
 
彼の見るところ、これまでに幾度も生じてきた帝国の盛衰とその中心――例えばそれはか
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つてのローマやコンスタンティノープルといった都市に見出しうる――の地理的な移動、

そしてそれに伴う政治体制や支配階層のバランスの変化は、確かにある一定の変化をもた

らしはした。しかしながらそれは大きな社会構造の変化に直ちに繋がったわけではなく、む

しろ旧来の社会体制の再興への動きを促す傾向にあったという。彼の見るところ、より重大

なインパクトを持ったのはシステムが自律性をもって動き出し、その帰結が不可逆となる

社会の分化構造の変化の方である。つまり彼の見るところ、確かにそのつどの社会には「中

心」と見なされうる場所が存在する。しかしながらそれは不断にその地理的な位置を変えて

いくものであり、何らかの空間的な位置が、必ずしもコミュニケーションのネットワークの

総体としての社会のシステムの中心であることの条件と見なされるわけではない。 
ルーマンの社会システム理論が、地理的な境界や空間に関してこのような基本的見解を

示しているとすれば、彼の社会学において地域性や地理的条件というものはいかなる位置

づけも持たないのだろうか。ひょっとすると、そう見る向きもあるかもしれない。しかしな

がら本稿は、必ずしもそうとばかりは言い切れず、ルーマンにおいては、地理的な条件やそ

こから帰結する地域性のようなものは彼のシステム理論的な枠組みによって捉え直されて

論じられていた、あるいは少なくともその準備は行われつつあったのではないかと考える7。

それは例えば以下のような一節から窺がうことができる。 
 
  基礎的作動としてのコミュニケーションから出発し、その再生産が社会を構成すると

すれば、明らかに、あらゆる
、、、、

コミュニケーションの内に世界社会が含意されていることに

なる。しかも、具体的な主題や参加者間の空間的な距離にはまったく依存することなくで

ある。常にさらなるコミュニケーションの可能性が前提とされており、地域的境界に固定

されうることのない象徴的なメディアが常に用いられる。それは、領域的な境界について

語るための条件についても同様である。というのも、あらゆる境界の他の側には、またも

やそれ自体で他なる側を持つ境界を伴う国々が存在しているからである。これはもちろ

ん、一つの理論的議論に「すぎない」のであって、他の概念のもとではそうはならないだ

ろう。しかしながら、そのような「地図への意識」が持つ現実的な内実は大きい。という

のも、今日では、境界の背後に境界があるという事実に疑いを差し挟むコミュニケーショ

ンが成功することはほとんどないからである。世界社会とは、コミュニケーションにおけ

る世界の自己生起なのである。（Luhmann 1997: 150=2009: 161) 

 
7 Nassehi（2003）における以下のような論述も、ここで我々が述べる見解に近いもので

ある。すなわち「なるほど、ルーマン的な素性を持つシステム理論において、空間
、、

という

ものは従属的な役割しか果たしていないし、それはどこでも体系的には扱われていない。

ここでは空間は結局のところいかなる社会的な性質も持たない外因性の境界か、あるいは

メディア、つまり内因性の現象であるかのように見える。メディアとはルースにカップリ

ングされた要素からなるものであり、厳格なカップリングの仕方において形式を可能にす

る。……空間そのものは、メディアとしては結局のところ、いかなる拡張的な性質も持た

ない。空間の秩序というものはむしろそれによって初めて空間が生み出されるところの秩

序の形式なのである」（Nassehi 2003: 220）。 
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この箇所は、我々の問いにとって重要なものである。前半部ではここまでに見てきた議論と

同様、コミュニケーションの総体としての世界社会における意味の作動、それを促す象徴的

メディアは地理的な境界による制約を受けないことが述べられる。ここで注目すべきなの

は後半部である。すなわちここでは、領域的な境界、すなわち地理的な条件についてのコミ

ュニケーションについて述べられる。ルーマンはそのようなコミュニケーションがあるこ

とは否定しない。ただし今日の社会的条件下では、そうした地理的な境界は一義的に確定で

きるものではない。むしろ境界の外側に目をやると、そこにおけるコミュニケーションにお

いては、また別様に境界が引かれている。現代の境界についてのコミュニケーションとは、

自身が引く境界の外側では別様に境界が引かれていることを前提としたコミュニケーショ

ンなのである。確かに彼自身は、これはあくまでも理論的な想定にすぎないと語っており、

何かしらの一義的な境界を確定しようとするコミュニケーションがありうること自体は否

定しない。しかしながら彼は、境界の向こうで別様に境界が引かれているという事態はいか

なるコミュニケーションにとっても否定しようのないことであり、彼のいうところの「地図

への意識」は、必ずしも抽象的な議論のレベルに留まるものではないということを付言する。

彼にとって地理的な境界づけというものは、地理的な境界についてのコミュニケーション

の中で生じてくる一種の図式なのであり、しかもそれは境界のこちら側と向こう側で別様

に引かれ、常に一致しないことを前提とする。 
 加えて、そうしたコミュニケーションが行われ続けることには社会システム理論の観点

から見ても一定の理由がある。すなわち、社会の機能分化というプロセスは地理的な位置、

その地域性に対してまったく無関係に進行するのではなく、それによって条件づけられ、そ

れぞれの地域における機能分化の偏差を生むと考えられるからである。 
 
  これらの地域的な特殊条件のもとでは、機能分化の方向へと向かう近代化の流れを促

進する構造的カップリングが問題になることもありうる。しかしながらむしろ典型的な

ケースでは、機能システムのオートポイエティックな自律性は妨害され、作動的な可能性

の部分領域へと制限される。……むしろ、世界社会の水準で貫徹される機能分化は、地域

的な調整のための条件を与える構造を前もって定めていると仮定するのが良いだろう。

別言すれば、問題となっているのは複雑で不安定な調節の調節であり、阻止と阻止の解除、

無数の更なる条件づけに依存する制限と機会の組み合わせなのである。……そこからは、

世界社会の内部における極端に不平等な発展へと至るシステムのダイナミズムが生じて

くる。諸地域は従って全体社会的な均衡から自らが遠く隔たっていることに気付く。まさ

にその点に、独自の運命のチャンスが存在している。……いかなる地域もこの法則から逃

れることはできない。（Luhmann 1997: 811-812=2009: 1104-1105） 
 
ここでは、何らかの地域性が機能分化のプロセスとの関連においていかなる作用を持つか

ということについてのルーマンの見解が示されている。彼は、双方は完全に自律した関係に

あるのではなく、むしろ地域性は機能分化をある程度妨害する方向で作用すると見る。換言

すれば機能分化という社会構造は、地域的特徴によってある程度の調整を受ける余地を認
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めているということである。そこでは種々の機能システムの作動が複雑に調整され、ときに

阻止され、あるいはそれが解除される。あるいは当の地域が示す諸条件によって、作動が十

全に発言する機会は様々な組み合わせのもとで現れる。そして彼の見るところ、世界の諸地

域に不平等な発展が見られるようになるのは、このプロセスの帰結なのである。各地域は自

身を世界の標準的状態から隔たっているものとして認識する。しかしながらルーマンはこ

こで、その点にこそ諸地域が独自のプロセスを歩む契機があると述べる。 
 これまでの議論で確認できることは、ルーマンの社会システム理論においては「中間」と

いった概念で形容されてきた地理的な特徴づけは、今や社会の機能分化という状況下にお

ける境界づけのコミュニケーションの一つの様態として捉えられるということである。彼

は現代社会においては、そうしたコミュニケーションは常に外側に別の境界づけがあるこ

とを前提としてなされると述べる。そして地理的な条件づけを伴う諸地域の相違なるもの

は、機能分化内部のバリエーションとして把握できるのではないかという視点が提起され

るのである。先の節で扱ったアイデンティティの問題は、ルーマンの枠組みにおいてはこう

した観点と重ね合わせて考えられねばならないだろう。すなわち、ある社会システムが自身

の環境をいかなるものとして捉え、またそれを条件としながら自身をいかなる意味の図式

において構成するのかという観点である。彼自身は、その条件を機能分化という社会構造に

見た。もちろん現在の社会的なアイデンティティがその見解に倣うかどうかはまた別の問

題である。しかしルーマンにとってはそれこそがまさに自身の社会理論にとっての観察の

対象だったと言えるだろう。 
 
V おわりに 
 
 本稿はドイツが持つ「中間」としての位置づけという、これまでに膨大な議論の蓄積が

なされてきた問題について、ルーマンがいかなる視点を提起しようとしていたのかという

問いを追究してきた。その際に我々はハーバーマスを参照項としたわけであるが、さしあ

たり彼とルーマンの間にはある一定の共通性が見られることを指摘しておくことができ

る。すなわち社会のアイデンティティなるものは現代社会においては常に多元的、複数的

であり、それについて何らかの一致を見ることは決してないという視点である。もちろん

それぞれが語る概念は異なっている。一方のハーバーマスは端的に解釈の多元性を語り、

他方のルーマンはシステムごとに引かれる境界は別様であるという表現をする。加えて両

者は何において社会のアイデンティティを見出しうるかという点についても意見を異にす

る。ハーバーマスにとっては、普遍的原理としての憲法に基づくアイデンティティが、現

代のドイツにおいて唯一可能な道であると述べた。それに対してルーマンにおいては、ド

イツに限らず一様に機能分化というプロセスに晒される世界社会における諸地域は、それ

ぞれが持つこのプロセスへの条件づけによって、世界と自身との差異を認識し、またそこ

に自身の独自の道を見出しうるとされるのである。 
 むろん本稿はあくまでもルーマンにおけるアイデンティティと地理的、空間的な規定に

関する論点の提示に注力したものであり、両者の本格的な比較については、それぞれが依

拠していた思想的、学説史的文脈におけるこの問題の布置を踏まえたうえでさらなる考察



      
 

20 

を要するだろう。今回の議論で確認しておきたいのは、一見空間の概念なるものに重きを

置いていなかったかのように見えるルーマンの議論は、「中間」という概念に代表される

地理的な特徴づけ、そしてしばしばそれを根拠とするアイデンティティをめぐる一連の言

説に対して、極めて婉曲的ではあるものの、見ようによってはそれらに対する批判コメン

トを含むような形で提示されていたということである。それは従来用いられてきた諸概念

の用法をシステム理論的に翻案するという方法において示されている。基本的には抽象的

な社会理論の提示に終始するかに見える彼のこうした議論は、当時の論争的文脈において

個々の論述の含意を見出そうとしたときに初めて、その批判的な含意を読み取ることがで

きるようになるのである。 
（神戸大学国際文化学研究推進センター協力研究員） 
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